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K
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M
V

英
闘
の
法
律
仁
養
成
せ
ら
れ
忙
人
が

一
朝
濁
似
に
於
け
る
法
律
感
の
研
究
に
身
を
事
、
ね
ん

と
す
る
と
宛
か
唱
身
拡
外
閣
に
於
げ
る
外
人
文
る
の
戚
が
魁
る
。

乙
れ
は
従
来
向
い
花
乙
と

の
な
い
術
語
で
問
い
セ
乙
と
の
な
い
感
設
が
説
わ
る
、
か
ら
で
、
乙
の
英
悶
思
訟
と
大
陸
岡
山
知
山

と
の
不
調
和
を
来
せ
る
版
図
は

一
一
に
止
ま
ら
ぬ
が
、
併
し
法
律
上
の
術
認
の
相
縫
は
少
か
ら

ぬ
影
響
を
生

b
て
居
る

7ι
凡
ね
ば
な
ら
ぬ
。

凶

ω
恕
に
及
ぼ
せ
る
ム
一
一
日
誌
の
勢
力
の
偉
大
な
乙

と

を
是
ほ
ど
趨
明
仁
説
明
す
る
例
設
は
…
寸
少
い
の
で
あ
る
。

慨
し
て
同
一
・
文
字
を
以
て
定
議
と
法
律
と
を
現
は
し
て
ほ
刷
る
0
7
m
F
乙
一
五
ぴ

pow
と
一
五
び
w
m
n
yけ

部
も
古
代
認
で
も
近
世
話
で
も

1 

民}

， 



2 

意
義
を
有
し
古
書
仁
は
の

oggo口
氏
ど
を
の
0
5
5
0口
紅
司
の
義
仁
周
ゐ
て
る
。

ヲ

イ

ト

例
ry
は
英
人
の
思
想
は
明
か
に
法
律
と
正
義
之
絵
俸
と
道
徳
と
の
岡
仁
一
陣
別
を
立
て
法
律
の

思
想
わ
ら
倫
理
的
要
素
を
排
斥
し
、
之
に
反
し
て
大
陸
の
皐
設
は
絵
律
7

乙
道
徳
之
を
浪

b
て
雨

併
し
今
日
の
用
語

、
~・ 一九』一一一ー 、山 ・、

?

、J
?
 )、

.. 調

『

1

，

，
 

者
の
問
に
区
別
を
立
て
ぬ
の
で
あ
る
。

， 

大
陸
で
は
俄
閣
の
所
部
骨

O
R
E
E
E
溺
滋
の
所
謂

Z
R百
円
吋
刊
の
ど
宮
認
ひ
る
宅
英
闘
で
は
之
を

認
め
ぬ
の
は
一
は
乙
の
用
語
例
の
和
治
に
蹄
せ
ね
ば
・
な
ら
ぬ
。
英
語
で
は
変
に
之
に
嘗
れ
る

語
が
な
い
の
で
倫
理
上
の
意
義
を
一
部
ず
じ
は

S
E
E
-
mご
若
く
ば

S
U
E
y
a
n
o
と
一
五
以
絵
律

上
の
意
義
を
示
す
仁
拡

B
E
E
C老
若
く
ぱ

H
g
c
m
5
2
5
と
一
五
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

倣
濁
認
に
相

""';:"" .'t可
J 議

昼
間
一
躍

2
2
K院
事
長
官
必
品
者
一
九
割

E

‘屯

;，(:.1 

ミト

蛍
ず
る
雑
旬
誌
は
す

g
g
g
H
O
で
と
の
認
は

YEμ
口
問
宮
区
一
切
と
目
。
河
口
弘
口
円
お
と
の
爾
意
義
を
有

余
議
・
は
と

h

仁
乙
の
す
口
弘
ロ
P
Z
な
る
思
想
の
給
率
を
略
諒
し
て
見
ょ
う
。

ず
る
の
で
あ
る
。

日町~

t
k
 ι
 

，‘、そ守口
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一一一一一
L 、

法
律
感
仁
於
て
坊
も
亦
之
が
淵
源
以
希
脳
仁
於
て
認
む
可
舎
の
で
、
殊
一
に
自
然
科
似
の
思
想
に
於

て
然

b
と
一
五
ふ
可
を
ノ
で
あ
る
。
時
と
蕗
と
を
異
に
す
る
に
従
て
機
利
五
議
の
概
念
を
異
に
せ

る
は
容
易
仁
人
の
性
意
し
得
可
を
乙
と
で
、
甲
図
の
是
と
す
る
所
は
乙
図
の
非
と
す
る
所
で
あ

る
、
設
に
於
て
か
正
那
と
は
単
に
習
慣
協
約
に
暴
け
る
昔
の
に
過
ぎ
た
」
る
に
あ
ら
み
少
や
と
の
問

題
を
生
ヂ
る
。
叉
正
義
と
佼
ゆ
AA--
」
は
利
一
致
せ
ぬ
乙
と
が
あ
る
、
正
義
と
は
・
弱
者
を
保
護
ず
る

が
斜
め
仁
設
け
大
る
協
約
ら
し
く
訟
は
る

1

3

0

設
仁
於
て
か
協
約
以
外
に
圧
談
ゐ

b
と
せ
ば

乙
れ
強
者
の
秘
利
に
あ
ら
ホ
ノ
や
と
の
問
題
を
生
、
ポ
ノ
る
。

希
臓
の
哲
的
や
は
乙
の
問
題
に
答
へ
て

-
-

E
 

、

絶
相
判
的
桃
利
と
習
般
的
機
利
と
の
問
仁
区
別
、
乞
立
て
た
。

希
隣
諸
で

注
文
と
ヒ
町
、
O
Q
F

乙
一
五
ヘ

る
の
が
印
も
そ
れ
ぜ
自
然
と
協
約
と
の
秘
法
で
あ
る
、
か
く
て
諸
紳
は
仰
木
し
て
自
然
に
於
て
存

せ
J

り
や
姉
、
党
協
約
上
存
せ
よ
ツ
や
と
の
間
間
関
電
起
つ
大
。

十
初
の
意
義
に
用
わ
ら
れ
北
の
伯
、
後
世
の
専
門
的
に
制
度
絵
律
を
怠
味
ず
る
の
マ
は
な
か
っ
犬
。

ナ
チ
ユ
ヲ
1
ル

ヴ

ィ

ト

コ

γ
ヴ

ヱ

シ

シ

討

ナ

ル

ポ

ヂ

チ

I
υ
'

自
然
的
機
利
A
V
C
R

ぷ
u
b
P
9
8
と
協
約
的
積
極
的
機
利

coEvmL~宮内。
u
と
の
性
質
線
源
は
か
く
の
如

を
宅
の
で
、
自
然
的
椛
利
の
概
念
ょ
ん

J

自
然
搭
の
概
念
に
移
る
の
は
極
め
て
容
易
で
あ
る
。

自
然
訟
紅
側
ず
あ
準
設
の
機
滋
を
論
ず

勿
論
と

h

に
ノ

モ
ス
I
C

一
五
ふ
の
は
蛍校E

〕一一六九

』
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ー，

之
一
合
と
を
問
は
ふ
y
普
感
邪
}
止
を
定
む
る
の
絵
徐
を
人
類
穏
絞
に
山
肌
ハ
ふ
る
も
の
で
あ
る
と
一
五
ふ

ポ

ヂ

ナ

l
グ

た
(
政
治
宋
論
二
九
五
節
)
。
、
若
し
犬
れ
J

…
似
極
的
機
利
に
し
て
制
定
的
法
律
仁
よ
t

り
て
鳳
行

3
る

可
く
ん
ば
自
然
的
機
利
励
行
の
任
に
蛍
る
可
さ
自
然
的
法
律

?
q
Eハ
守
、
え
の
存
す
可
き
答
で

、p ・ 1

あ
る
。
希
闘
の
哲
撃
は
皆
然
J

り
と
し
た
の
で
あ
る
。

〔
絵
律
上
九
次
回
d

と
公
司
Q
h
c
y

と
'
即
も
秘
利
と
法
律

と
の
訪
の
意
義
の
近
が
つ
北
乙
F
f
暗
号
自
然
的
機
利
の
概
念
の
幾

b
て
自
然
的
件
前
伴
の
概
念
と

な
る
乙
と
を
大
に
助
け
セ
乙
と
で
あ
ら
う
J

一
万
来
の
自
然
的
機
利
と
一
五
ふ
場
合
の
白
然
的
と
一
五
ふ
認
は
協
約
的
の
反
机
測
で
自
然
的
機
利

と
は
人
間
の
玄
て
北
制
度
之
相
関
係
な
き
椛
利
の
窓
叫
に
み
づ
花
川
炉
、
自
然
的
泌
徐
の
場
令
仁
は

か
く
消
極
的
仁
説
明
を
下
す
諜
仁
い
か
ぬ
。
郎
、
守
り
絵
律
I
C
二
五
ヘ
ば
立
法
者
を
裂
す
る
の
で
希

ベ ;ν?轟轟円五

三 、 ソ i ‘ 、 ・ 1 ぺ 酒置園田島町三ス
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隣
人
は
自
然
的
法
律
を
以
て
そ
の
淵
源
白
然
に
あ
よ
り
と
な
し
、
自
然
を
以
て
人
械
を
具
備
し
文

宇
宙
E
C
認
め
花
、
か
く
て
自
然
的
法
律
は
自
然
訟
と
な
っ
、
な
の
で
あ
る
。
自
然
を
立
法
者
と
し

て
の
乙
の
思
想
は
ス
ト
ア
等
阪
の
唯
物
主
義
高
有
紳
論
に
於
て
段
取
弘
明
わ
に
後
表

3
れ
花
が
、

と
れ
敢
て
同
感
涙
仁
限
ら
れ
北
之
と
で
は
な
い
。

希
臓
の
倫
理
惑
で
は
人
生
の
自
然
仁
漉
従

す
る
と
と
を
以
て
人
の
岡
県
の
日
的
で
あ
る
義
務
で
あ
る
と
認
め
北
、
一
向
し
て
乙
の
主
義
を
消
極

的
、
に
解
し
て

FH
然
に
漉
従
ず
る
と
は
究
明
祉
舎
の
人
匁
的
協
約
を
唾
棄
す
る
乙
と

h

な
し
北

唱
の
も
あ
る
が
、
叉
ス
ト
ア
阪
の
如
き
は
自
然
に
趨
従
ナ
る
と
は
令
理
的
生
物
を
指
お
す
る
が

‘、ー『

処
自
然
の
定
め
土
法
則
を
遊
恭
ず
る
の
で
あ
る
と
解
し
セ
。

的
も
ス
ト
ア
淑
は
宇
宙
寓
有
は

生
活
せ
る
有
機
慌
で
宥
形
界
は
之
が
身
閣
、
一
脚
若
く
ば
湖
汁
ぷ
Hkomoω)
は
之
が
精
紳
で
み
る

Iι
解
料

し
そ
の
班
訟
は
卸
も
自
然
岱
で
あ
る
と
し
文
の
で
あ
る
。

そ
の
後
白
然
訟
は
瞬
々
の
方
一
闘
が

ら
説
明
そ
ち
れ
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
如
き
は
乙
れ
を
が
幻

w
v
e呼
ん
だ
可
し
て
成
支
給
不

実
践
の
院
別
は
協
約
的
件
前
徐
そ
の
宅
の
も
も
問
に
宅
認
め
ら
る
、
の
で
柳
か
駿
妹
で
み
る
。
白

川
・
ナ
キ
子
7
1

式

コ

グ

ザ

ル

オ

ン

ゼ

γ

然
務
は
川
戸
川
川
切
外
件
前
向
匂
h
C山

y
b
Bぬ

-C
濁
し
て
世
界
法
若
く
ば
普
通
科
m
p
o
y
b
q
R
b
E
u
y
f
-

呼
ば
れ
、
一
同
家

の
純
国
内
に
行
は
る
・
、
の
で
な
く
底
く
一
般
世
界
に
行
は
る
、
吉
弘
の
I
ζ

認
め
ら
れ
た
、
総
烏
の

の
意
義
を
有
て
士
、
自
然
科
仰
は
叉
.
す
べ
て
の
場
蕗
に
於
て
効
力
あ
る

」
戸

G

m
万三一

g
w州
民
絵
唱
同
一

ら

の
み
な
ら
歩
す
べ
て
の
時
代
に
於
て
が
も
効
力
を
有
す
べ
を
唱
の
と
見
倣

3
れ
ア
ウ
ず
ス
チ

ヱ

火

i
ナ
ル

ン
敬
一
一
郎
地
に
中
古
哲
感
者
は
永
久
路
J
O
K

抑え守口仰

自

然

訟

に

闘

す

お

感

識

の

鶴

港

を

紛

ず

と
之
を
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。

次
で
叉
自
然

~ 

、
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殺
し
花
、
ス
ト
ア
哲
践
す
で
は
市
内
有
印
上
常
設
を
執
文
か
ら
自
然
訟
と
締
法
と
を
同
一
蹴
す
る
乙

之
、
な
つ
北
川
町
、
基
督
激
起
て
よ
'
り
、
希
隣
人
の
詑
感
思
認
は
希
伯
・
求
人
の
宗
滋
思
却
に
加
味
せ

-~. -..-一ー・一一ー白鳥‘ ._.o_~ー一一吋町一ー「ー-.~ -ー 一一コ 4・-~--~~，-
1・、

ら
れ
、
乙
の
傾
向
は
袋
々
袈
る
し
く
な
っ
柁
の
で
あ
る
。

位
し
自
然
と
一
五
ぴ
、
理
性
と
一
五
ぴ
、
何
れ

が
も
一
一
様
の
意
味
を
有
ず
る
も
の
寸
古
代
の
思
想
は
之
を
浪
治
し
允
ゃ
う
で
あ
る
、
自
然
と
云
ぴ

盟
批
と
一
五
び
、
蛍
初
は
勿
論
普
遍
的
世
界
的
で
あ
っ
た
が
次
第
に
之
を
人
的
な

E

り
と
解
殺
し
且

乙
の
二
者
を
混
・
下

J

る
乙
と
h
b

京
つ
な
。

而
し
て
寓
有
減
数
的
思
想
が
衰
へ
て
か
ら
は
、
自
然
法

之
は
人
性
じ
淵
源
す
る
唱
の
な
t

り
と
の
説
が
勢
力
を
徐
大
の
で
あ
る
。

初
、
プ
フ
ト

l

y
は
明
か
に
自
然
的
機
利
の
存
在
を
認
め
て
居
つ
北
の
で
、
例
へ
ば
の
O
吋

mg
の

う
も
に
の
色
丸
山
内
的
が
説
的
附
を
弄
し
て
強
者
の
秘
利
の
外
叉
自
然
的
権
利
な
し
と
一
五
へ
る
の
を
織

有
名
な
る
閣
内
本
論
活
不
完
全
な
る
協
約
的
主
義
に
到
し
自
然
的
正
義
の
存
在

を
鐙
明
ず
る
を
以
て
そ
の
眼
目
と
な
し
、
第
六
百
十
二
節
に
於
て
は
自
然
の
五
議
は
自
然
の
粉

駁
し
て
居
る
。

紳
じ
取
λ

ソ
て
最
も
佳
な
ー
っ
、
人
は
忠
義
を
行
ふ
可
し
と
結
論
し
て
居
る
。

米
だ
自
然
的
絵
律
の
思
想
を
明
か
に
示
し
て
居
ら
ぬ
。
但
し
ゴ
ル
ヂ
ア

λ

第
四
百
八
十
三
節

で
は
カ
リ
グ
レ
ス
は
腕
に
自
然
と
協
約
と
の
区
別
を
立
て
、
グ
セ
ル
グ
セ
ス
が
へ

J

プ
ス
を
襲
ふ

た
の
は
人
然
的
泌
律
犯
は
背
ゐ
て
居
る
が
而
る

rH
然
的
絵
律
に
は
令
て
る
と
説
明
し
花
。
ア
‘

リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
之
に
反
し
て
、
雄
一
利
に
も
勝
文
法
律
に
が
も
爾
積
あ
p

り
と
な
し
、

z
n
o
g
R
Z
S

併
し
プ
ブ
ト

l

y

は

に
於
て
は
政
治
上
の
玉
議

gLqhwe
き
込
町
ミ
は
一
部
自
然
的
に
し
て
一
部
協
約
的
な
r
り

自
然
的
は
何
れ
の
地
に
於
て
毛
縫
化
を
日
比
ホ

J

火
の
燃
ゆ
る
は
波
嫌
に
於
て
も
亦
同

b
を
も
正

義
の
規
則
は
呉
る
が
故
じ
正
義
は
ず
ぺ
て
協
約
的
な
J
D
と
匁
す
唱
の
あ
る
も
然
、
り
歩
(
五
の
レ
心
)

1
4
4
4
7
ザ
ゆ

2
・
一
五
う
て
る
。
叉
修
僻
患
に
於
て
は
不
五
と
は
知
て
法
律
を
伎
ず
じ
在

b
、
件
招
待
に
は
;
一
般
的

パ
チ
キ
ユ
ヲ
l

な
る
と
特
殊
的
な
る
と
あ

b
、
特
殊
絵
と
は
港
支
を
具
し
て
入
を
支
配
す
る
宅
の
を
一
五
ぴ
、
一
般

法
と
は
す
べ
て
の
人
類
に
認
め
ら
る
h

不
支
の
規
則
な
J

り
と
云
ぴ
二
の
十
)
、
五
邪
は
ご
栂
の
法

律
を
以
て
定
め
ら
る
、
特
殊
務
S
o
n
y
す
Q
q

と
は
人
民
の
制
定
せ
る
唱
の
、
一
般
桜
町
o
h
y
k
y
午
、
。
?
と
は

単
に
自
然
に
令
へ
る
唱
の
な
ん

J

と
一
お
ひ
こ
の
十
一
二
)
、
叉
Jn
公
惑
は
常
に
府
民
な
ら
ヂ
自
然
に
令
ヘ
る
‘

一γ
般
怯
川
市
亦
然
1

り
と
雌
号
、
成
丈
訟
は
国
民
る
乙
よ
し
あ

b
と
云
う
て
み
二
の
十
五
)
。
出
是
税
之
、
ァ

.
自
然
訟
に
闘
す
る

mm
読

の

謎

滋

を

論

ず

J

M
W
け

yrω

7 

~ 



8， 

に
は
不
究
設
す
ロ
O

ロ
m
n
吋山市
g
g
サ
第
二
じ
は
一
般
絵

いロω
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‘ 、

リ
ス
ト
チ
'

mw口
氏
民
自
で
第
三
に
拡
永
久
不
幾
の
務
庁
内
お
け
0
3
仰
で
第
四
に
は
自
然
仁
従
ヘ
る
が
も
の

Z
M
3
2
3
0

]一一七回

i
p
 

，
 

‘
で
あ
る
。

前
じ
も
池
ペ
セ
如
く
、
す
べ
て

人
の
行
免
は
永
久
'
不
畿
の
自
然
訟
に
従
ふ
可
し
と
の

設
は
ス
ト
ア
哲
皐
に
於
て
、
十
分
に
そ
の
議
反
を
見
、
校
が
、
惜
ひ
ら
く
は
初
期
の
ス
ト
ア
仮
の
皆

初
の
的
叫
す
読
は
慨
し
て
孫
引
で
知
ら
れ

て
る
の
み
で
あ
る
。

唯
ス
ト
ア
仮
折
口
劇
中
の
品
目
唱
者
以
口
O

A9 ，
 

a
 

占噂

、

の
弟
子
。
2
口
3
2
の
歌
は
荷
物
注
文
配
せ
る
上
情
の
永
久
に
し
て

一
一
般
な
る
絵
則
と
し
て
白

然
絵
を
山
白
川
め

て
居
ゐ
、
そ
の
歌
に
け
い
郎
、
私
天
王
よ
、
天
下
地
上
海
中
仰
れ
に
於
て
宅
天
王
な
く
ん

ば
何
事
を
も
然
ず
を
得
歩
、
但
し
感
人
の

mm
な
る
行
肢
と
の
限
に
あ
ち
ゃ
ヘ
感
人
は
天
王
の
規
則

を
逃
く
不
幸
な
る
も
の
よ
替
を
欲
す
る
活
上
・
情
の

一
般
の
絵
則
を
見
・
ヂ
叉
間
か
み
少
、
現
怯
の
人

に
・
取
L
ツ
〈
も
終
北
諸
愉
仰
い
ト
取
・
'
り
て
宅
一
般
の
路
則
乞
正
し
{
一
泳
中
J

る
よ
L
ツ
唱
偉
大
な
る
事
な

し
と
丸
ゆ
る
。

.... 電車，

国属闇

続
馬
に
於
て
は
乙
の
忠
怒
は

Q
n
o
円。

:の

r~ 

V5、

手〉
--) 

?とじ

ぽよ
j時 b
o て

ス 俸
トヘ

アら
-詑れ
t¥}1 'j;え
はキ
折3ケ

衷写ロ
自93は
tc 鴬
傾代
いの
てス

来ト
?とア

が仮

(不可!?語講習

約
阜
の
大
家

MUoEsg

て
認
め
ら
る
る
。

の
用
語
に
'
反
響
し
校
か
を
知
1

り
得
可
く
、
希
阪
の
自
然
的
機
利
は
そ
の
倫
理
上
の
意
味
仁
於
て

ロ
の
若
山
泌
が
も
そ
の
特
色
は
折
衷
的
方
面
に
於

ロ
の
著
書
に
よ
れ
ば
希
脳
の
絵
理
上
倫
理
上
の
皐
読
も
が
如
何
に
緑
馬

却
て
資
際
的
な
維
持
人
に
は
越
し
党
様
で
キ
ケ

キ
ケ

山口
ω
片山内一
μ

ロロけ民吋伊比
ω

一
に
山
口

ω
Sけ
口
同
卯
一
ぬ
と
し
て
現
は
れ
叉
自
然
的
法
律
は
法
理
上
の
意
味
仁
於
て

Z
K
M
J
B
5
8
H
O
M内
S
S
E
-
v
叉
は
山
口
ω
口
μg・
色
。
と
し
て
現
は
れ
た
。

串

者

の

論

争

せ

る

問

題

の

う

ち

最

強

重

要

な

る

は

、

腎

人

の

生

れ

た

る

は

げ

比

殺

の

mm
に

L
て

線

利

の

根

撚

は

怠

見

に

あ

ち

ず

L
て

自

然

R

O

M
〆

り

之

の

矧

吾

朗

に

了

解

す

る

に

ち

り

ハ

ロ

o
H
a
T
3
4・H
0
・H
?
V
W
M
K
m
ω

一
致

L
二

般

に

布

恥

れ

}

不

倒

倒

的

永

久

的

忙

し

て

! 

， 

の
法
律
ハ
Z
M
〉

は

圧

し

斗

』

治

犯

の

存

ず

る

お

り

て

自

然

と

命

令

L
て

義

務

を

謀

L
d
w
止

し

て

邪

怒

山

智

治

け

L
む
。

を

符

ず

駿

止

す

る

を

符

ず

。

此

法

律

は

之

を

幾

度

ず

る

を

符

ず

、

削

減

ず

る

元

老

院

も

綿

花

人

民

事

ウ

ん

が

泡

奉

を

援

せ

ず

と

決

議

す

る

仙

仰

は

ず

，

r

、
来
何

人

S
ウ

ん

を

説

明

解

料

ず

る

奇

制

作

ず

。

円

純

馬

之

ア

ジ

1

ネ

之

江

於

て

そ

の

規

定

を

災

児

せ

ず

只

今

日

と

将

来

と

に

於

て

そ

の

州

制

定

を

岡

山

に

せ

ず

、

永

久

不

鶴

岡

〕

の

法

律

に

L
て

、

時

の

古

今

を

悶

は

ず

す

べ

て

の

悶

民

を

拘

束

す

。

常

的

人

の

統

治

者

は

〕

人

民

L
て

と

の

法

律

の

溌

案

者

起

草

者

た

あ

上

情

な

り

ハ

U
G

H
o
h
M
V
H
任
以

S
U門戸
ωω
・

ゅ

ω
〉

法

律

は

自

然

民

間

荷

な

る

宝

お

の

諮

理

忙

し

て

、

鈴

ず

可

き

と

之

を

命

じ

綴

ナ

一

叫

が

あ

ず

る

ζ

と
を
禁
ず
ハ
り
o

H
ゐ
向
日
誌
二

-
o
・
g
・U
自

然

蛇

淵

源

ず

る

の

滋

組

は

圧

を

勧

め

邪

を

滋

け

し

む

る

級

事

の

9 

な

る

が

そ

は

そ

の

命

令

の

文

字

に

現

は

さ

れ

た

‘

る

時

に

於

て

初

、

ゆ

て

法

律

と

な

る

に

B

b
ず
、
そ
の
初

出

て

起

れ

る

時

紳

窓

と

同

時

に

起

れ

る

時

慨

に

法

律

た

り

、

放

に

奨

の

笠

高

の

法

律

の

総

(

命

令

に

溺

，

自

然

訟

に

関

ず

る

議

訟

の

謎

澄

を

総

ず

}一一七五

。、， 
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の
あ
る
じ
拘
は
ち
ゃ
ノ
ぞ
の
皐
読
は
別
に
見
る
可
き
も
の
が
な
い
。

ロ・
l
シ
グ
イ
ル

絡
に
机
判
ず
る
見
解
を
そ
の
偉
採
用
し
て
白
・
然
科
病
の
閣
内
訟
に
制
判
ず
る
は
理
却
の
現
資
に
扮
ず

経
馬
人
は
希
脳
人
の
自
然

る
が
如
し
と
な
し
、
以
て
法
律
の
改
草
を
試
み
校
、
而
し
て
羅
馬
の
法
律
家
は
守
ω
m
g去
日
と
す

s

，

‘

 

t

b

 

!、，
F

1

目‘

.、

1h '
 

S
E
E
-
o
と
を
同
一
一
腕
し
、
の
札
口
ω
は
そ
の
註
務
の
冒
頭
に
於
て
絵
律
管
慌
に
よ
I

り
て
支
配

3
る
る

人
民
の
用
ゐ
る
法
律
は
一
部
は
そ
の
人
民
に
特
有
の
唱
の
仁
し
て
一
部
は
す
べ
て
の
入
額
じ

共
通
な
よ
り
。

白
か
ら
制
定
し
た
る
の
絵
伴
は
特
布
の
も
の
に
し
て
、
同
家
の
特
殊
の
諮
律
す

Y
O勺
ユ
ロ
ヨ
広
三

g
訟
な
れ
ば
問
内
法
〕
口
的
色
丘
一
仰
と
呼
ば
る
、
が
自
然
の
滋
理
が
す
べ
て
の
人
類
仁
向

て
立
て
允
る
法
律
は
等
し
く
す
べ
て
の
人
民
に
よ
よ
ツ
て
滋
来
せ
ら
れ
、
す
べ
て
の
閥
民
之
を

m

日
ゾ
オ
ず
グ
子

l
シ
ヨ

ν
ス

ぬ
る
よ
t

り
高
民
絵
〕
g
m
m
5
2
3
と
税
せ
ら
る
と
説
い
て
る
。

而
し
て
キ
ケ
ロ
等
も
が
Jq
ウ
ス
強

J

-

円…勺

eu山
間

口十一一↑

乙
の
寓
民
務
付
い
自
然
法
と
同
一
な
ん
〆
と
認
め
て
ゐ
る
。

別
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
特
殊
法
と
一
般
絵
と
の
区
別
じ
似
て
居
る
、
併
し
高
民
法
と
は
純
然

な
る
羅
馬
人
の
創
見
守
希
脳
悲
母
者
の
自
然
棋
に
闘
す
る
感
設
以
後
に
恭
一
て
知
つ
北
の
で
あ

事

H
S
-
1
3司
3
3
3母
3
3議官
3
2器
開
悶
悶
悶
樹
翻
劉
鍋
観
現
明
議

3現
時

3
3
3司
ヨ
品
関
関
閣
官

3
3
3
3
3
3

乙
の
湾
民
法
と
岡
家
特
殊
件
前
と
の
区

:ー11嬰重量:~~~;

る
と
云
ふ
説
も
あ
る
。

恒 扇町Z

-，. 晶E日暢

、
¥J 
7~ '. 、

脱
仁
し
て
希
阪
の
自
然
法
の
応
部
は
希
伯
来
の
}
一
刺
殺
と
鰯
援
す
る
乙
と
h

な
っ
て
紳
準

的
方
面
に
宣
告
」
を
怪
わ
れ
、
自
然
は
上
-MW

と
同
一
蹴
せ
ら
れ
、
自
然
洛
は
紳
訟
の
一
部

tc
見
倣
ヨ

の
著
述
に
は
自
然
的
法
律
正
義

k
論
ポ
ノ
る
乙
と
多
く
或

る
也
、
乙
と
、
な
つ
士
。

M
V
げ
ロ
o
M
.口
仏

mwmWCω

は
過
な
さ
の
絵
待
は
疋
し
を
道
理
な
よ
ツ
、
常
一
業
の
人
に
よ
よ
リ
て
造
ら
れ
、
な
る
命
令
に
あ
ら
や
/
、
朽

敗
乞
菟
れ
ぎ
る
の
法
律
に
あ
ら
安
、
無
生
の
羊
皮
紙
に
認
し
・
鉱
山
生
の
図
柱
に
刻

3
れ
た
る
銀
生

11 

の
法
体
に
あ
ら
み
少
し
て
、
骨
て
消
滅
す
る
乙
と
な
な
法
律
に
し
て
、
不
朽
の
白
然
州
肝
不
朽
の
分
別

仁
よ
'
'
り
て
銘
刻
せ
る
分
も
の
な
1

り
(
芝
2
r
ω
0
3
5
o
y含
g
p
出
-
U
H
α
(
切

oz.ω
何

n
n
E
V丸山
n
p
H
F
5
p
q〕
と

一
五
び
、
或
は
疋
し
を
道
理
は
ず
べ
て
の
爾
他
の
怯
律
の
淵
源
す
る
蕗
な
ウ
(
向
上
五
一
必
γ
と
一
五
ぴ

戒
は
有
徳
の
人
と
は
上
帝
の
み

ε指
混
と
な
し
、
自
然
の
法
律
印
も
乙
の
正
し
を
道
理
を
絡
守

ず
る
の
人
な
み
(
同
上
五
一
一

O
)と
一
五
ふ
な
。
基
根
回
数
合
老
師
の
山
一
一
口
哲
同
一
で
ωけ・〉
-A口ω
け山口
ο
は
人
に

テ
ム
ポ

I
フル

よ
よ
リ
て
制
定
せ
ら
れ
入
閣
を
支
配
す
る
現
世
絵
と
紳
滋
に
出
で
紳
郁
を
支
配
す
る
永
久
法
刊
誌

!
昨
日
吋
口
"
と
ど
区
別
し
校
。

H
K
R
Sロ片山口
ω

の

H
x
i
S
E
a
E訟
は
古
代
の
哲
感
を
詳
し
、
自
然
的
法
律

自

然

訟

に

関

す

る

事

説

の

艶

滋

を

論

ず

一

一

一

七

七

、



自

然

訟

に

関

ナ

る

懇

談

の

鑓

滋

を

論

ず

一七

λ
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12 

圧
議
に
附
側
ず
る
従
来
の
所
設
の
不
充
分
な
る
と
と
を
論

b
て
下
の
如
〈
一
五
ふ
大
。

¥
 

ア

ラ

ト

1
ν

と
ア

リ

ア、

ト

テ

レ

ス

と

は

誠

意

を

以

て

研

一

誌

を

鈴

殺

せ

ん

と

せ

り

よ

M
L
犬

れ

そ

の

美

行

と

雄

総

と

知

力

と

K

e

m

t

ふ

る

に

上

一

浦

氏

関

ず

る

知

識

を

以

て

せ

ん

か

多

少

の

成

功

b
b

斜

L
な
・
5
ん

怖

い

故

毛

の

著

作

は

総

別

の

議

に

関

L
、
関
知
仰
せ

ら

れ

了

り

m
町
、
且
沢
そ
の
一
防
総
は
何
等
の
ね
伏
総
山
宮

上
一
叩

. 、.

に
官
仰
せ

4
6

る

が

般

に

、

何

人

を

皆

勤

め

て

、

乙

の

訓

戒

に

従

ひ

て

行

跡

せ

し

む

る

と

と

を

符

ず

涼

し

去

の

美

徳

に

就

て

論

ず

る

や

せ

戸

、

の

勤

峨

w
m州
銀

を

嬰

ず

る

乙

と

多

大

な

る

を

知

れ

る

tと

0
8

狗

は

b
ず

美

総

乏

の

物

の

お

に

之

を

求

む

可

L
と

云

へ

り

、
ζ

れ

そ

の

永

久

に

L
て
丘
ザ
・
小
朽
な

り
の
級
位

k
r
m
ω

め

得

ざ

り

し

、

が

鈴

な

り

。

恥

(

て

潟

惑

を

現

世

紀

の

み

限

り

て

観

察

せ

L

よ

り

よ

尖

総

迫

化

L

て

般

な

る

行

筋

と

な

れ

り

仰

と

な

れ

ぽ

美

徳

島

行

は

ん

と

せ

ば

現

世

に

ち

り

て

は

従

b
に

勤

僚

を

嬰

ナ

る

ζ 

之

緩

め

て

多

け

れ

ば

な

り

ハ

同

議

第

五

巻

銑

十

八

平

V
o

…
削
減
も
白
然
的
正
議
は
、
自
然
的
保
伴
に
よ
1

り
て
A
W
性
ち
る
h

が
故
じ
必
な
る
行
で
は
な
い
、
耐

し

寸一
た
の
絵
律
は
上
慌
を
立
路
者
と
し
、
そ
の
制
裁
と
し
て
他
国
介
に
於
け
る
多
大
の
質
問
剖
を
布

じ
て
ふ
。
上
滑
自
身
は
自
然
な
1

り
(
同
上
第
二
容
第
九
章
・
)
と
は
ど
の
け
山
口
付
山
口
ω

の
中
一
一
日
で
あ
る
。

感
究
詑
凶
ゅ
の
起
る
に
及
ん
で
基
督
教
の
殺
理
と
古
代
希
臓
の
斡
附
ゅ
よ
」
を
調
和
し
て

一
系
統

額
精

，欝一

を
立
て
ん
と
し
、
防
て
紳
感
の
緋
究
よ
よ
リ
倫
理
皐
泌
浬
感
の
範
図
に
そ
の
研
究
を
佼
ぽ
し
花
。
院
中

究
訟
感
を
大
成
し
文
の
は
第
十
三
世
和
仁
出
北
日
・
吋
HHogg
〉
宮
山
口
訟
で
ぞ
の
紳
感
金
書
の
う
中
り

一
昨
明
日
時

、‘

ーー巴町、ー 今一
《

民
は
り
o
H
h
m
m
g
g
と
M
U
O
H
ロ丸山伸一
μ

と
の
一
同
一
織
が
あ
っ
て
、
合
し
て
、
一
一
紛
の
務
理
的
場
を
構
成
し
、
そ
の
蕗

数
思
想
界
に
及
ぼ
せ
る
影
響
は
今
日
に
於
て
も
な
限
表
ヘ
ぬ
。
感
究
哲
感
は
専
ら
典
践
と
し
て

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
感
げ
皆
感
者
と
し
て
之
を
推
重
し
北
が
ト

i

マ
ス
嬰
師
の
疋
議
論
は
資

に
尻
町
0
5仰
の
]
尽
き
何
去
の
ω

第
五
容
に
述
べ
て
み
る
錯
雑
し
大
議
論
を
系
統
を
忠
て

h

巧
妙
に
説
い

セ
沙
も
の
と
宅
見
得
る
の
で
あ
る
。
之
に
反
し
て
そ
の
務
停
論
は
専
ら
羅
館
内
の
法
律
家
、
論
一
応
滋
舎

の
老
師
を
援
引
し
花
。
ア
キ
ナ
ス
首
一
仁
除
。
究
波
が
自
然
絡
の
率
設
に
貢
献
し
大
紡
は
之
を
ぽ
X

R
Z
S山
並
に

W
M
ロ
え
ロ
日
夜
の
二
種
仁
区
別
し
な
F

と
で
あ
る
。
自
然
三
一
お
う
て
哲
一
般
的
自
然
と

宅
亦
人
類
的
自
然
郎
も
人
性
と
宅
解
せ
ら
れ
、
道
理
に
も
亦
人
的
紳
的
の
別
が
ゐ
る
。
わ
k
B

る
駿

‘メ、

¥
昧
な
思
惣
は
州
内
子
究
・
授
の
好
ま
た
」
る
所
で
印
ち
古
折
口
の
骨
て
想
像
叫
に
も
d

t

り
し
永
久
絵
と
自
然
添

7

乙
の
底
別
を
立
て
、
永
久
泌
は
紳
法
に
し
〈
有
機
界
と
鉱
山
機
関
介
と
を
問
は
ふ
や
ノ
世
界
の
す
べ
て
の

活
動
を
支
配
す
る
唱
の
と
し
自
然
法
は
人
牲
の
然
J

り
と
認
ひ
る
所
に
よ

b
人
間
の
行
劾
の
み

を
支
配
す
る
唱
の
な

h
I乙
説
明
し
食
。

制

訟

に

存

L
み

一

世

界

を

支

配

せ

る

永

久

法

的

ち

滋

迎

の

存

ず

る

お
日
夕
、
議

L
法

律

と

は

完

全

な

る

一

耽

曾

13 



J 

、

司・

氷
久
訟
の
効
力
に
付
て
は
合
理
的
生
物
の
行
動
と
爾
他
の
行
動
と
の
一
間
に
区
別
を
立
て
ね

p

'
ば
な
ら
ぬ
援
の
場
合
に
於
て
は
争
体
は
以
桁
の
勢
、
を
ゅ
ん
ひ
る
が
、
前
の
坊
令
に
は
単
匂
秘
料

γ

課
す
る
の
み
で
ゐ
る
。
人
類
に
濁
し
て
は
永
久
義
以
匂
O
C
O
口
m
E
ナ

ベ

を

惨

な
F

り
よ
し
命

b
爾
他
の

V
Sロ
3
5け
せ
診
る
可
か
ら
み
y
と
命
ホ
ノ
る
の
で
、
人
類
に
は
自
由
が
存
ず
る

自

然

界

仁

濁

し

て

は

か
ら
ζ

の
絵
俸
の
規
定
仁
逃
反
し
得
る
の
で
あ
る
。
之
に
反
し
て
自
然
法
は
人
の
迎
牡
仁
山
山
で

人

の

行

動

の

み

を

支

配

す

る
M

も
の
で
み
る
が
そ
の
終
極
の
起
源
は
同

b
く

上

滑

仁

あ

っ

て

存

-

す
る
。
人
の
理
性
は
人
が
紳
の
迎
牧
を
識
別
し
得
る
が
銭
め
の
媒
介
で
あ
っ
て
、
ア
キ
ナ
ス
は
人

?三ぷヲr襲警翼運?

の
蝿
↑
性
，
を
以
て
立
私
的
自
治
的
の
も
の
と
認
め
な
ん
だ
。
か
く
認
ひ
る
様
に
な
っ
大
の
は
カ
シ

十
以
来
の
、
と
で
、
事
究
哲
与
は
勿
論
亡
の
見
解
を
抱
か
み
Y

兄
丘
一

g
y
o勺吋
W

H

O
勺口

g仏

O

ω

口
町
仰
の
け
5
5
…

と
一
お
ふ
み
札
。
か
く
て
自
然
絡
は

λ
聞

の

行

潟

を

支

配

し

之

百
羽
司
君
事
選
司
論
議
普
段
司
君
事
資
音
長
崎
童
話
、

印
日
間

A
w
s
r
u勺
O
口
比

(ω
ロ
S
H
U
F
F
ω
ゐ・
φωM
何日
-uw)

F
5
A留
島
鶴
岡
関
関
鶴
鶴
間
慰
問
剥
観
劇
関
劉
劉
翻
関
翻
関
関
関
関
管
長
校
長
信
監

F

に
義
務
を
淑
ず
る
が
免
仁
人
の
迎
牲
を
借
'
グ
て
一
部

3
れ
な
、
紳
の
恕
性
の
命
令

ry
人
の
理
性
の

命
令
で
は
な
い
か
ら
、
自
然
設
は
永
久
法
ー
と
み
-
一
然
、
別
の
分
も
の
だ
と
一
五
ふ
の
で
は
な
い
、
特
殊
の
凡

地
か
p
り
見
、
花
、
永
久
訟
の
批
判
殊
の
部
分
大
る
に
過
ぎ
ぬ
。

人
知
は
永
久
訟
に
お
佐
山
持
し
て
静
思
の
区
別
叫
が
山
崎
m
ナ
ζ

れ

自

然

治

h
u
p
h
上

一

時

の

下

に

立

て

る

潟

物

は

前

認

の

如

(

永

久

治

区

よ

り

て

支

町

古

る

h

も

の

な

れ

ば

高

物

が

多

少

と

の

法

律

民

参

興

ず

る

は

悶

白

な

り

つ

郎

ち

そ

の

彩
L

響
を
受
け
、
自
治

b
相

皆

の

活

闘

を

一

部

砂

鑓

皆

の

目

的

民

向

ふ

は

え

が

給

mm
な
り
、
然

れ

ど

器

等

L
〈

荷

物

の

う

ち

に

冶

り

と

遣

合

理

的

生

物

は

獄

に

上

掃

の

下

に

宮

り

て

便

宜

の

地

花

立

て

り

、

そ

の

、

水

久

の

理

牲

に

参

拠

し

倒

的

の

活

動

を

試

砂

滋

蛍

の

目

的

に

向

ふ

の

自

然

の

傾

向

を

右

ず

る

よ

り

A
U

迎

的

生

物

の

恥

{
b
永

久

訟

に

参

興

ず

る

乙

と

を

狩

L
て

自

然

訟

と

織

す

(
ω
μ
g
g
h
H
Nム
・
3
3
1
砕
い
)

自

然

絵

は

人

に

命

歩

る

に

涯

を

行

ぴ

邪

を

漉

く

る

乙

と

を

以

て

す

る

が

併

し

自

然

法

は

正

邪
品
静
岡
山
ω

の
区
別
の
図
て
基
く
所
で
は
な
い
。
乙
の
区
別
は
事
物
の
性
質
に
存
ず
る
の
で
榊
法
人

絡

を

問

は

安

之

に

よ
I

り
て
承
認
せ
ら
れ
ホ
ノ
I
ζ
F
6

存
ず
る
の
で
あ
る
。
行
錯
は
邪
な
る
が
郊
自
然

洛
に
よ

b
て
い
然
性
、
ら
る
1
b

の
マ
談
、
世
ら
れ
て
後
那
と

s

な
る
の
で
は
な
い
。
自
然
活
は
善
訟
の
鼠

別
の
選
〈
所
で
は
な
い
、
義
務
と
自
由
之
の
区
別
の
選
〈
所
で
あ
る
。
之
の
務
俸
は
永
久
不
縫
の

'15 

沙
も
の
て
す
べ
て
の
人
間
の
路
伴
は
と
れ
に
一

自

然

訟

に

閥

ず

る

準

設

の

鶴

港

を

諭

ず

/

数

せ

ね

ば

効

力

が

な

い

の

〕一
一
λ

〕

致
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
一



ば
乙
れ
法
律
に
あ
ら
み
恥
ノ
俊
一
。
ろ
法
律
の
腐
敗
な
弘
L

(
同
上
、
H

・M
・ρ
・
8
・
3
・P
)
上
に
永
久
件
前
に
滋
徳

上
の
義
務
を
認
す
る
も
の
と
物
理
上
の
必
然
を
要
求
す
る
唱
の
と
の
別
が
あ
る
と
云
.
ふ
な
が

感
究
波
は
宇
宙
の
主
宰
者
立
格
者
捻
る
上
帝
の
概
念
よ
'
り
之
を
綜
令
し
文
の

F

で
あ
る
。
併
し
今

日
の
科
践
す
は
と
の
概
念
を
認
め
ぬ
か
ら
そ
の
結
果
感
究
訴
の
所
謂
永
久
訟
の
統
一
は
破
れ
、
物

迎
上
の
天
則
と
爾
他
の
法
律
(
精
紳
界
の
天
則
子
，

g
合
ひ
)
と
の
問
仁
は
用
語
の
細
川
似
を
除
い
て

は
何
等
の
関
係
が
な
い
と
云
ふ
乙
と
に
な
っ
北
。
天
則
と
は
躍
に

で
天
然
の
剖

一
般
の
原
則
を
指
せ
る
唱
の

を
現
は
ず
形
式
に
外
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
-
併
し
不
思
議
に
宅
近
代
科
卒
者
の
天

則
と
一
五
ふ
認
は
ス
ト

ア
阪
の
自
然
的
法
則
、
皐
究
仮
の
永
久
訟
に
体
統
を
有
し
て
居
る
。

閤

事襲撃現

ア
キ
ナ
ス
の
感
設
は
共
後

ω
o
g
蝕
仁

ω
g
5等
に
よ
'
り
て
反
夜
祭
説

3
れ
英
閣
に
て
は
同
oor'

R
の
Mwnn
目
立
立
己
B
百
三
一
々
の
第
一
編
に
於
て
叙
述
せ
ち
れ
多
年
欧
州
開
法
律
家
の
思
潮
を
左
右
し

北
。
然
る
に
第
十
七
祉
制
の
初
年
し
よ
J

り
大
陸
に
は
グ
ロ
チ
ウ
ノ
ス
出
で
英
闘
に
は
ホ
ッ
プ
ス
出
で

3闘
鶏

3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
j害
事

新
簡
単
読
む
唱
ヘ
、
…
脚
感
の
w
制
約
を
脱
却
し
て
自
然
法
仁
謝
し
て
メ
仰
向
泌
が
説
明
を
加
〈

ぎ
Z
A
Zけ
的
人
糾
れ
を
以
て
自
然
川
訟
の
側
一
怖
と
認
め
食
の
で
、
古
哲
は
J

品
川
町
的
自
然
を
根
演
と
管

ヂ
dv
イ
シ

し
中
古
の
紳
感
者
は
上
場
的
自
然
的
も
紳
糾
仰
を
基
礎
と
し
大
の
に
鈍
し
て
、
近
代
の
皆
惨
殺
は

}
F

司

ou"'
〉
片
付
川

d
j
A
H
M
M
や
b
F
d市
小

つ
允
の
で
あ
る
、
性
班
仮
性
格
波
の
皐
説
を
大
成
し
た
の
は
カ
ン
ト
で
あ
る
が
、
併
し
之
が
主
州
市

， 

. 
・.・
‘ 

。、

人
類
的
自
然
を
取
っ
セ
の
で
あ
る
。
設
に
於
て
か
自
然
法
は
一
に
性
・
訟
と
諮
問

3
る
t

、
E
に
な

t ，'. 

者
文
る
グ
廿

チ

ψ
'
ス
、
ホ
w
J
J
ノ

ス
の
窓
口
ル
に
就
て

一
言
せ

ね
ば
な
ら
ぬ
。
グ

ロ
チ
吹
ス
は
「
自
然
治

は
一
止
し
・
を
迎
性
の
命
令
に
し
て
が
M

翁
は
人
の
合
理
的
天
牲
と
相
一
致
す
る
と
γ

伐
と
に
よ

b
て

或
は
議
徳
上
厭
ふ
可
営
唱
の
と
な
ん

J

戒
は
必
要
な
る
替
の
よ
」
な
る
を
示
し
且
か
弘
、
る
行
潟
の

自
然
の
創
殺
者
た
る
上
帝
に
よ
L
ツ
て
戒
は
禁
性
ら
れ
或
は
A
W

性
ら
る

h

乙
と
を
示
す
、
が

h

る

指
示
を
終
た
る
の
行
然
は
或
は
義
務
的
之
な
I

り
減
は
不
法
と
な

6
、
随
て
必
然
的
じ
上
帝
よ
t
リ

戒
は
命
令

3
れ
或
は
禁
止

3
れ
た
る
唱
の
な

bIζ
見
倣

3
る
、
而
し
て
乙
の
紡
に
於
て
自
然
法

ポ

ヂ

チ

l
v

は
人
間
の
法
律
之
呉
る
の
み
な
ち
歩
叉
、
制
定
的
紳
路
と
異
る

3
0
・Y
3
切
命
日
}
山
知

n
y
n
町
二
口
。
・
同
)
と

高
う
て
る
ぷ
J

官

ナ
ウ
ス
は
折
角
、
皐
究
僚
の
区
別
し
校
、
自
然
的
主
義
と
自
然
的
鋲
俸
と
を
浪
岡

17 

し
党
の
で
、
自
然
棋
の
再
興
者

ι呼
ば
れ
文
大
家
と
し
ぐ
は
附
仰
が
物
足
1
9
ぬ
思
が
せ
ち
る
¥
併

自
然
治
犯
関
ず
る
曲
学
識
の
ω
幾

濯

を

一

論

ず

}

一

一

一

八

三



19 

の
別
性
部
も
合
理
的
意
志
仁
自
治
椴
あ
よ
ツ
と
の
新
設
を
立
て
、
人
の
交
際
弾
一
牲
を
す
一
法
的
能
力

と
認
め
そ
の
命
令
を
倫
盟
訟
と
な
し
北
。
印
も
乙
の
怯
待
以
質
際
理
性
が
本
旅
立
絡
の
資
持
、
あ

I

り
と
恐
示
せ
る
一
唯
一
の
孤
立
せ
る
事
設
な
よ
り
、
想
性
は
白
か
ら
安
際
的
ト
ド
し
て
伶
却
訟
と
稀
寸
J

自
然
ハ
ム
扶
粍
期
ず
る
m
知
識
・
の
鋭

J

惑
を
倫
ず

F、
ヨi

告げ叩吋ロドけ山口
μ

けO
け一戸
M

C
口一〈向吋丘一口

8
2
s
a
i
g
o
M
U
R
D
ω
(
ω
ロ
5
8
P
H
-
ω
ゐ・
2
・
3
・H
)
人
の
盟
糾
院
は
立
法
的

械
成
を
有
せ
歩
、
唯
自
然
、
訟
を
人
に
一
訴
す
の
機
闘
で
あ
る
と
一
戸
ふ
の
で
あ
つ
れ
ι
が
、
カ
シ
ト
は
人

な
t
り
と
一
五
ふ
大
の
は
よ
仰
の
理
性
の
意
味
で
人
の
理
性
の
意
味
で
は
な
か

の
絵
俸
は
賀
際
理
性
の
命
令

つ
校
三
仰
に
0
1
0
0
r
a

設
を
留
保
す
る
な
く
会
然
採
用
し

k
m州
で
あ
ふ
、
ア
キ
ナ

&
採
用
し
て
ア
キ
ナ
ス
の
如
、
き
は
V
3
8け
ρ
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虫
色

ω
3
8
匂誌のけ山口仰
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・戸吋けいし
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三
五
ふ
投
。
カ
ン
ト
の
伯
母
説
仁
於
て
創
凡
の
秘
む
可
き
は
そ
の
自
然
振
に
閥
、
ず
る
性
政
阪
の
所

ス
が
乙

際
理
糾
れ
よ
」
ド
ト
闘
す
る
ア
り
ス
ト
テ
レ
ス
の
区
別
印
も
彼
は
口
県
を
是
、
惚
義
を
目
的
と
す
と
の
説

理
性
の
命
令
な
F

り
と
防
キ
ケ

ば
れ
、
貴
一
際
理
性
の
紹
蜘
判
的
命
令
で
あ
る
。
法
律
は
命
令
マ
あ
る
と
は
隙
蕊
の
山
一
一
日
、
だ
が
、
カ

Y

ト
は

絵
体
仁
定
裁
を
、
下
し
て
紹
蜘
判
的
命
令
を
包
合
ず
る
命
題
な
L
リ
、
(
同
上

ω
b
∞
)
と
一
五
ふ
犬
、
自
然
訟
は

ロ
以
来
唱
へ
ら
れ
花
と
と
で
殊
仁
感
究
官
成
ず
は
、
思
締
強
壮
と
資

ι 芝
!支. 
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日
目
的
問
・
〈
・
百
円
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B
E
-
-
)自
然
添
は
倫
理
法
と
呼

を
で
あ
る
。

ス
は
異
の
泌
俸
と
し
て
自
然
法
を
認
め
も
d

る
懐
疑
一
似
の
唱
首
と
見
倣
す

tl要
す
る
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ス
は
紳
感
的
概
念
を
も
是
認
し
た
が
自
然
法
の
定
義
を
下
ず
に
方
て
は
之
を
度
外
脱
し

於
て
一
不
可
、
c

る
h

あ
ら
ば
お
然
之
を
怯
律
と
呼
ぴ
得
可
し
L

〈

H
k
o
i
p
けE
D
W
n
F
G・
)
と
論

b
t。
か
く
本

な
れ
ば
な
I

り
0
3
れ
ど
悲
し
そ
の
定
却
に
し
て
蔦
事
を
命
令
す
る
の
棋
を
有
ナ
る
上
帝
の
吉
に

仁
就
て

乙
と
を
看
破
し
役
、
卸
も
ホ
よ
ノ
ス
は
性
別
涙
仁
は
濁
せ
な
ん
だ
。
却
も
必
一
浴
般
弾
一
性
の
命
令
を
法

律
ー
し
呼
兵
の
常
な
れ
ど
常
ら
歩
、
伺

2-
な
れ
ば
巴
れ
何
事
か
よ
く
保
存
防
謎
仁
貢
献
し
得
ふ
や

の
結
論
定
班
に
外
な
ら
な
る
に
、
絵
待
と
は
他
人
に
濁
し
て
命
令
継
を
有
ず
る
人
の
官

f
J
6
0
0
5丸
山
・
)
と
一
五
ふ
柱
。
併
し
ホ
ッ
プ

せ
ん
が
潟
め
に
何
事
を
行
び
何
事
を
止
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u

可
を
か
に
就
て
精
遁
せ
る
圧
し
合
理
性
の
命
令
な

ス
は
明
か
に
此
理
性
の
命
令
の
岡
県
の
法
律
に
あ
ら
会
る

殺
を
下

3
ん
が
自
然
訟
は
生
命
と
我
紘
一
v
の
一
耽
舎
を
組
成
せ
る
多
数
の
闘
員
と
を
絶
え
安
保
存

ず
る
義
務
を
認
め
犬
、
わ
ら
新
時
代
の
特
徴
唱
亦
一
本

3
れ
て
居
る
。
ホ
y

プ

の
義
務
を
従
花
る

aυ

の
と
し
別
仁
獅
立
的
に
圧
し
き
理
性
の
命
令
郎
も
自
然
絡
に
根
本
を
存

え
は
「
余
輩
に
し
て
定

自
然
訟
に
闘
す

b
感

訟

の
ν
蛸
問
題
一
を
倫
ず

四
ヘ
し
感
究
扱
は
上
品
w
の
命
令
を
以
て
自
然
的
義
務
の
惟
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根
源
と
じ
北
が
グ
ロ
チ
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ス
は
と
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3
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t

り
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同
上
∞
-
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と
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い
れ
一
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紬
川
感
上
の
概
念
は
有
効
な
よ
ツ
之
は
認
め
て
る
が
態
仁
従
大
る
唱
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と
し
て
あ
る
。
先
天
的
無
係
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的
に
洲
一
般
に
よ
A
ツ
て
一
帝
人
の
上
仁
加
へ
ら
み
、
法
律
は
叉
一
金
高
の
立
添
者
邸
も
紳
意
よ
t

り

出
る
刃
も
の
と
解
ず
る
を
得
可
し
(
向
上

ω・ω
∞
)
と
は
そ
の
ム
一
一
口
ふ
所
伯
ん
あ
る
。
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英
闘
に
於
て
自
然
法
の
皐
読
が
み
一
く
行
は
れ
な
く
な
っ
七
の
は
主
と
し
て
パ

Y

サ
ム
並
に

そ
の
感
派
の
影
響
に
蹄
ず
可
き
で
あ
る
。
大
陸
に
於
け
る
カ
ン
ト
之
英
図
に
於
け
る
ペ
シ
サ
ム

守主墜慧家事?市r
'U:-~!'-~お宅ミ~;

の
佐
川
時
ま
で
は
彼
此
の
法
理
論
に
於
て

3
迄
の
幾
庭
は
存
せ
な
ん
だ
、
一
方
ホ
ッ
プ
ス

J

J
グ、

ロ
gnrω
門

0
口
白

ハリロ山口

σ日比
μロ
仏

の
皐
説
と
他
方
グ
ロ
チ
ウ
火
、
プ
少
プ
ヱ
ン
ド
ル
ア
ー
ス
ピ
ノ

I

ザ
、
吋
vca

g
s
g
d
q
0
5
の
事
設
と
の
問
に
は
劃
然
大
る
国
別
を
立
て
る

E

ン
サ
ム
の
懐
疑
説
行
は
れ
他
方
に
於
て
カ

y

ト
の
性
理
説
採
用
せ
ら
れ
て
わ
ら
、
法

あ
つ
北
の
に
二
方

じ
於
て

A

へ

理
倫
理
上
の
思
想
界
に
於
て
慾
に
潟
市
の
別
を
生
歩
る

E
と
な
っ
た
、

一.3
J
J
h
r円
凶

L

4

、
ノ
比
抗
戸
市
M
W
H
-
h
r
m
M

ピ
ト
ダ
川
与
ね
バ
V
，
起
つ
羽
川
町
ヤ
ト
ム
ロ
仙

て
日
ル
る
仁
、
そ
の
紳
事
的
説
明
に
よ
る
が
も
以
て
之
が
存
否
を
断
言
し
難
し
、
阪
令
存
注
す
と
唱
そ

の
内
容
を
知
る
の
方
侠
な
し
、
放
に
五
日
人
は
人
的
基
礎
"
の
上
仁
新
惑
を
樹
立
し
て
以
て
織
足
せ

1 、..

会
」
る
可
わ
ら
ホ
ノ
。
而
し
て
そ
の
性
迎
的
説
明
に
よ
る
号
、
自
然
絡
は
純
然
、
花
る
形
式
論
セ
ム
ソ
過
て

替
輸
を
以
て
呉
川
内
一
と
認
め
し
に
滋
ぎ
歩
、
自
然
的
線
利
'
即
も
天
賦
の
人
械
は
之
を
是
認
す
、
耐
も

之
を
願
行
す
る
の
自
然
科
出
あ
I

り
と
一
再
ふ
は
安
怨
の
み
し
よ
し
は
パ

サ
ム
主
義
は
法
律
的
倫
理
な
る
・
鶏
字
を
非
認
し
て
、
絵
律
事
わ
ら
符
セ
概
念
を
倫
川
壮
感
に
悦
ポ
ノ

ン

ム
波
の
所
論
で
あ
る
。
パ
シ

る
亡
と
を
不
可
と
な
す
の
で
あ
る
。
乙
れ
を
浪
合
し
北
唱
の
が
郎
も
自
然
然
性
訟
の
設
で
乙
の

設
は
近
代
の
英
図
閉
山
惣
界
に
は
勢
力
を
失
ふ
北
川
川
、
併
し
倫
理
上
の
論
議
に
は
八
?
な
ほ
そ
の
影

2t 

響
一
が
認
め
ち
る
h

の
で
あ
る
。
但
し
倫
迎
上
自
然
法
ー
し
一
五
ふ
訴
を
用
ぬ
る
な
ら
ば
命
令
と
か
義

務
と
か
云
ふ
概
念
を
棄
て

K

科
曲
学
者
と
悶

b
く
天
別
の
滋
に
解
し
、
自
然
の
割
…
を
現
は
せ
る

原
則
と
し
て
取
扱
ふ
可
き
で
あ
る
。
一
別
的
単
的
性
理
的
解
制
作
に
潤
し
て
自
然
、
訟
の
説
明
的
伯
母
説
と

自
然
怯
に
隠
す
る
噂
説
の
獄
憾
阻
止
官
給
ず
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